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(57)【要約】
【課題】正常に立ち上げられる遊技機を提供すること。
【解決手段】電源投入後、主制御基板Ｃで各サブ制御基
板Ｈ，Ｄ，Ｓが立ち上げ処理を完了するのに十分な第１
の所定時間ウエイトする第１ウエイト処理を実行した後
、各サブ制御基板（払出制御基板Ｈ、表示用制御基板Ｄ
、音声ランプ制御基板Ｓ）へそれぞれ動作許可コマンド
を送信する。各サブ制御基板Ｈ，Ｄ，Ｓは、動作許可コ
マンドを受信するまでは、立ち上げ処理の後の制御の進
行を待機し、該動作許可コマンドを受信した後に、立ち
上げ処理の後の制御を開始する。よって、煩雑な制御を
用いることなく、主制御基板Ｃと各サブ制御基板Ｈ，Ｄ
，Ｓとの立ち上げ処理後の動作タイミングを略同一タイ
ミングに調整することができるので、電源投入後に遊技
機を正常に立ち上げて動作させることができる。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技の制御を行う主制御手段と、その主制御手段と協働して遊技に関する制御を行う副
制御手段とを備えた遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ機やスロットマシンなどに代表される遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　パチンコ機の制御は、遊技の制御を主に行う主制御基板や、賞球や貸し球の払い出し制
御を行う払出制御基板や、効果音の出力制御やランプの点灯制御を行う音声ランプ制御基
板や、特別図柄や普通図柄の変動表示等の表示制御を行う表示用制御基板などの複数の制
御基板が、それぞれの役割を分担することによって円滑に行われる。各制御基板が搭載す
るメモリの容量や各制御基板が実行する制御の内容はそれぞれ異なるので、パチンコ機の
電源投入後に実行される立ち上げ処理（初期化処理）に要する時間は、各制御基板毎にそ
れぞれ異なる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　このためパチンコ機の電源投入により、各制御基板がそれぞれ独自に立ち上げ処理を行
って、立ち上がった順に制御を開始すると、各制御基板が正しい順に立ち上がらない場合
には、パチンコ機は正常に動作することができず、誤動作を起こすという問題点があった
。本発明は上述した問題点を解決するためになされたものであり、正常に立ち上げられる
遊技機を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　この目的を達成するために請求項１記載の遊技機は、遊技の制御を行う主制御手段と、
その主制御手段と協働して遊技に関する制御を行う副制御手段とを備え、前記主制御手段
と副制御手段とは立ち上げ順序が異なるように構成され、後に立ち上げ終了させるべき制
御手段には、立ち上げ開始から立ち上げ終了までの時間を所定時間以上に保つための計時
手段が設けられていることを特徴としている。
【発明の効果】
【０００５】
　本発明の遊技機によれば、後に立ち上げ終了させるべき制御手段には、立ち上げ開始か
ら立ち上げ終了までの時間を所定時間以上に保つ計時手段が設けられているので、主制御
手段と副制御手段とが立ち上げ順序が異なるように構成されいても、計時手段によってそ
の立ち上げ順序を調整して遊技機を正常に立ち上げられるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】本発明の一実施例であるパチンコ機の正面図である。
【図２】パチンコ機の電気的構成を示したブロック図である。
【図３】主制御基板及び払出制御基板で実行されるＮＭＩ割込処理（停電時処理）を示し
たフローチャートである。
【図４】主制御基板で実行されるメイン処理を示したフローチャートである。
【図５】主制御基板のメイン処理の中で実行される初期化処理を示したフローチャートで
ある。
【図６】主制御基板の初期化処理の中で実行される動作タイミング調整処理を示したフロ
ーチャートである。
【図７】払出制御基板で実行されるメイン処理を示したフローチャートである。
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【図８】表示用制御基板で実行されるメイン処理を示したフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　以下、本発明の好ましい実施例について、添付図面を参照して説明する。本実施例では
、遊技機の一例として弾球遊技機の一種であるパチンコ機、特に、第１種パチンコ遊技機
を用いて説明する。なお、本発明を第３種パチンコ遊技機や他の遊技機に用いることは、
当然に可能である。
　図１は、本実施例のパチンコ機Ｐの遊技盤の正面図である。遊技盤１の周囲には、球が
入賞することにより５個から１５個の球が払い出される複数の入賞口２が設けられている
。また、遊技盤１の中央には、複数種類の識別情報としての図柄（特別図柄）などを表示
する液晶ディスプレイ（以下単に「ＬＣＤ」と略す）３が設けられている。このＬＣＤ３
の表示画面は縦方向に３分割されており、３分割された各表示領域において、それぞれ上
から下へ上下方向にスクロールしながら図柄の変動表示が行われる。
【０００８】
　ＬＣＤ３の上方には、表面に「○」と「×」との普通図柄が表示された２つのＬＥＤ６
ａ，６ｂで構成された普通図柄表示装置６が配設されている。この普通図柄表示装置６で
は、遊技領域に打ち込まれた球がＬＣＤ３の両側に配設されたゲート７を通過した場合に
、「○」と「×」とのＬＥＤ６ａ，６ｂを交互に点灯させる変動表示が行われる。かかる
変動表示が「○」のＬＥＤ６ａで終了した場合には、当たりとなって普通電動役物４が所
定時間（例えば０．５秒）開放される。
【０００９】
　また、ＬＣＤ３の下方には、図柄作動口（第１種始動口、普通電動役物）４が設けられ
ており、球がこの図柄作動口４へ入賞することにより、前記したＬＣＤ３の変動表示が開
始される。図柄作動口４の下方には、特定入賞口（大入賞口）５が設けられている。この
特定入賞口５は、ＬＣＤ３の変動後の表示結果が予め定められた図柄の組み合わせの１つ
と一致する場合に、大当たりとなって、球が入賞しやすいように所定時間（例えば、３０
秒経過するまで、或いは、球が１０個入賞するまで）開放される入賞口である。
【００１０】
　この特定入賞口５内には、Ｖゾーン５ａが設けられており、特定入賞口５の開放中に、
球がＶゾーン５ａ内を通過すると、継続権が成立して、特定入賞口５の閉鎖後、再度、そ
の特定入賞口５が所定時間（又は、特定入賞口５に球が所定個数入賞するまで）開放され
る。この特定入賞口５の開閉動作は、最高で１６回（１６ラウンド）繰り返し可能にされ
ており、開閉動作の行われ得る状態が、いわゆる所定の遊技価値が付与された状態（特別
遊技状態）である。
【００１１】
　なお、第３種パチンコ遊技機において所定の遊技価値が付与された状態（特別遊技状態
）とは、ＬＣＤ３の変動後の表示結果が予め定められた図柄の組み合わせの１つと一致す
る場合に、特定入賞口が所定時間開放されることをいう。この特定入賞口の開放中に、球
がその特定入賞口内へ入賞すると、特定入賞口とは別に設けられた大入賞口が所定時間、
所定回数開放される。
【００１２】
　遊技盤１の左方には、発射制御基板Ｂに制御される発射用モータ２８によって遊技領域
へ発射された球が通過する球経路８が形成されている。この球経路８の一カ所には、その
球経路８を封鎖するための封鎖弁９が配設されている。封鎖弁９は、球経路封鎖ソレノイ
ド９ａと、その球経路封鎖ソレノイド９ａによって動作する弁体９ｂとを有しており、主
制御基板Ｃによって制御される。具体的には、球経路封鎖ソレノイド９ａは、パチンコ機
Ｐの電源投入時にオンされ、その結果、弁体９ｂが球経路８側へ突出して球経路８を封鎖
する。主制御基板Ｃは、立ち上げ処理が終了すると、球経路封鎖ソレノイド９ａをオフし
、その結果、弁体９ｂは球経路封鎖ソレノイド９ａ側へ戻され、封鎖していた球経路８を
開放する。球経路８が開放された状態で球を遊技領域へ発射することにより、遊技が行わ
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れる。
【００１３】
　図２は、かかるパチンコ機Ｐの電気的構成を示したブロック図である。パチンコ機Ｐの
主制御基板Ｃには、演算装置である１チップマイコンとしてのＭＰＵ１１が搭載されてい
る。このＭＰＵ１１には、ＭＰＵ１１により実行される各種の制御プログラムや固定値デ
ータを記憶したＲＯＭ１２と、そのＲＯＭ１２内に記憶される制御プログラムの実行に当
たって各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリであるＲＡＭ１３と、割込回路や
タイマ回路、データ送受信回路などの各種回路が内蔵されている。図３から図６に示すフ
ローチャートのプログラムは、制御プログラムの一部としてＲＯＭ１２内に記憶されてい
る。
【００１４】
　ＲＡＭ１３には、パチンコ機Ｐの電源のオフ後においても、後述する電源基板５０から
バックアップ電圧が供給されて、パチンコ機Ｐの電源のオフ後もデータを保持（バックア
ップ）できるように構成されている。このＲＡＭ１３は、各種のデータ等を一時的に記憶
するためのメモリやエリアの他に、バックアップエリア１３ａを備えている。
【００１５】
　バックアップエリア１３ａは、停電などの発生により電源が切断された場合、電源の再
入時に、パチンコ機Ｐの状態を電源切断前の状態に復帰させるため、電源切断時（停電発
生時を含む。以下、同様）のスタックポインタや、各レジスタ、Ｉ／Ｏ等の値を記憶して
おくためのエリアである。バックアップエリア１３ａへの書き込みは、ＮＭＩ割込処理（
図３参照）によって電源切断時に実行され、逆にバックアップエリア１３ａに書き込まれ
た各値の復帰は、電源入時（停電解消による電源入を含む。以下、同様）の復電処理（図
５参照）において実行される。なお、ＭＰＵ１１のＮＭＩ（Non Maskable Interrupt）端
子（ノンマスカブル割込端子）には、停電等の発生による電源断時に、後述する停電監視
回路５０ｂから出力される停電信号５１が入力されるように構成されており、停電の発生
により、図３の停電時処理（ＮＭＩ割込処理）が即座に実行される。
【００１６】
　かかるＲＯＭ１２およびＲＡＭ１３を内蔵したＭＰＵ１１は、アドレスバス及びデータ
バスで構成されるバスライン１４を介して入出力ポート１５と接続されている。入出力ポ
ート１５は、電源基板５０に設けられたクリアスイッチ５０ｃと、払出用モータ２６によ
って賞球や貸球の払出制御を行う払出制御基板Ｈと、前述した特別図柄及び普通図柄の変
動表示の制御を行う表示用制御基板Ｄと、スピーカ４２から効果音の出力制御を行うと共
にＬＥＤや各種ランプ４３の点灯制御を行う音声ランプ制御基板Ｓと、球経路封鎖ソレノ
イド９ａと、そのほか他の入出力装置４３とにそれぞれ接続されている。
【００１７】
　払出制御基板Ｈは、賞球や貸し球の払出制御を行うものであり、演算装置であるＭＰＵ
２１と、そのＭＰＵ２１により実行される制御プログラムや固定値データ等を記憶したＲ
ＯＭ２２と、ワークメモリ等として使用されるＲＡＭ２３とを備えている。図３及び図７
に示すフローチャートのプログラムは、制御プログラムの一部としてＲＯＭ２２内に記憶
されている。
【００１８】
　払出制御基板ＨのＲＡＭ２３には、前述した主制御基板ＣのＲＡＭ１３と同様に、パチ
ンコ機Ｐの電源のオフ後においても、後述する電源基板５０からバックアップ電圧が供給
されて、パチンコ機Ｐの電源のオフ後もデータを保持（バックアップ）できるように構成
されている。このＲＡＭ２３は、各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリやエリ
アの他に、バックアップエリア２３ａを備えている。
【００１９】
　バックアップエリア２３ａは、停電などの発生により電源が切断された場合、電源の再
入時に、パチンコ機Ｐの状態を電源切断前の状態に復帰させるため、電源切断時（停電発
生時を含む。以下、同様）のスタックポインタや、各レジスタ、Ｉ／Ｏ等の値を記憶して
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おくためのエリアである。このバックアップエリア２３ａへの書き込みは、ＮＭＩ割込処
理（図３参照）によって電源切断時に実行され、逆にバックアップエリア２３ａに書き込
まれた各値の復帰は、電源入時（停電解消による電源入を含む。以下、同様）の復電処理
において実行される。
【００２０】
　かかるＲＯＭ２２およびＲＡＭ２３を内蔵したＭＰＵ２１は、アドレスバス及びデータ
バスで構成されるバスライン２４を介して入出力ポート２５と接続されている。入出力ポ
ート２５は、電源基板５０に設けられたクリアスイッチ５０ｃと、主制御基板Ｃと、賞球
や貸し球を払い出すための払出用モータ２６と、球を遊技領域へ発射するための発射制御
基板Ｂと、そのほか他の入出力装置４３とにそれぞれ接続されている。
【００２１】
　発射制御基板Ｂは、球を遊技領域へ発射するための発射用モータ２８について駆動の許
可と禁止とを制御するためのものである。発射用モータ２８は、次の３条件が整っている
場合に駆動が許可される（駆動が可能とされる）。即ち、第１に、払出制御基板Ｈから発
射許可信号が出力されていること（Ｓ６７，Ｓ７１）。第２に、ハンドル２７に設けられ
たタッチセンサ２９から遊技者がハンドル２７をタッチしていることを示す信号が出力さ
れていること。第３に、発射をストップさせるためのストップスイッチ３０が操作されて
いないこと。以上の３条件が整っている場合に、発射制御基板Ｂは発射用モータ２８へ駆
動を許可する信号を出力する。かかる信号が出力されている状態でハンドルが操作される
と、発射用モータ２８は、ハンドルの操作量に応じた強度で駆動し、その強度で球を遊技
領域へ発射する。
【００２２】
　表示用制御基板Ｄは、ＬＣＤ３を用いた特別図柄の変動表示と、普通図柄表示装置６を
用いた普通図柄の変動表示とを制御するためのものである。この表示用制御基板Ｄは、Ｍ
ＰＵ３１と、ＲＯＭ３２と、ワークＲＡＭ３３と、ビデオＲＡＭ３４と、キャラクタＲＯ
Ｍ３５と、画像コントローラ３６と、入力ポート３７と、２つの出力ポート３９，４０と
を備えている。入力ポート３７の入力には、主制御基板Ｃの出力が接続され、その入力ポ
ート３７の出力は、ＭＰＵ３１と、ＲＯＭ３２と、ワークＲＡＭ３３と、画像コントロー
ラ３６と、一方の出力ポート３９とを接続するバスライン３８と接続されている。この一
方の出力ポート３９の出力には普通図柄表示装置６のＬＥＤ６ａ，６ｂが接続されている
。また、画像コントローラ３６はバスライン３８とは別の第２のバスライン４１によって
出力ポート４０の入力に接続されており、その出力ポート４０の出力にはＬＣＤ３が接続
されている。
【００２３】
　表示用制御基板ＤのＭＰＵ３１は、主制御基板Ｃから送信される表示命令に基づいてＬ
ＣＤ３及び普通図柄表示装置６の表示を制御するためのものである。ＲＯＭ３２は、その
ＭＰＵ３１により実行される各種の制御プログラムや固定値データを記憶するためのメモ
リであり、ワークＲＡＭ３３は、ＭＰＵ３１による各種プログラムの実行時に使用される
ワークデータやフラグを一時的に記憶するためのメモリである。図８のに示すフローチャ
ートのプログラムは、制御プログラムの一部としてＲＯＭ３２内に記憶されている。
【００２４】
　ビデオＲＡＭ３４は、ＬＣＤ３に表示される表示データを記憶するためのメモリであり
、このビデオＲＡＭ３４の内容を書き替えることにより、ＬＣＤ３の表示内容が変更され
る。キャラクタＲＯＭ３５は、ＬＣＤ３に表示される図柄などのキャラクタデータを記憶
するためのメモリである。画像コントローラ３６は、ＭＰＵ３１、ビデオＲＡＭ３４、出
力ポート４０のそれぞれのタイミングを調整してデータの読み書きに介在すると共に、ビ
デオＲＡＭ３４に記憶される表示データを、キャラクタＲＯＭ３５から所定のタイミング
で読み出してＬＣＤ３に表示させるものである。
【００２５】
　電源基板５０は、パチンコ機Ｐの各部に電力を供給するための電源部５０ａと、停電監
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視回路５０ｂと、クリアスイッチ５０ｃとを備えている。停電監視回路５０ｂは、停電等
の発生による電源断時に、主制御基板ＣのＭＰＵ１１のＮＭＩ端子および払出制御基板Ｈ
のＭＰＵ２１のＮＭＩ端子へ停電信号５１を出力するための回路である。停電監視回路５
０ｂは、電源部５０ａから出力される最も大きい電圧である直流安定２４ボルトの電圧を
監視し、この電圧が２２ボルト未満になった場合に停電（電源断）の発生と判断して、停
電信号５１を主制御基板Ｃ及び払出制御基板Ｈへ出力するように構成されている。この停
電信号５１の出力によって、主制御基板Ｃ及び払出制御基板Ｈは、停電の発生を認識し、
停電時処理（図３のＮＭＩ割込処理）を実行する。
【００２６】
　なお、電源部５０ａは、直流安定２４ボルトの電圧が２２ボルト未満になった後におい
ても、かかる停電時処理の実行に充分な時間の間、制御系の駆動電圧である５ボルトの出
力を正常値に維持するように構成されている。よって、主制御基板Ｃ及び払出制御基板Ｈ
は、停電時処理を正常に実行し完了することができるのである。
【００２７】
　クリアスイッチ５０ｃは、主制御基板ＣのＲＡＭ１３および払出制御基板ＨのＲＡＭ２
３にバックアップされるデータをクリアするためのスイッチであり、押しボタンタイプの
スイッチで構成されている。クリアスイッチ５０ｃが押下されると、クリア信号５２が主
制御基板Ｃおよび払出制御基板Ｈへ出力される。このクリアスイッチ５０ｃが押下された
状態でパチンコ機Ｐの電源が投入されると（停電解消による電源入を含む）、主制御基板
Ｃおよび払出制御基板Ｈによって、それぞれのＲＡＭ１３，２３のデータがクリアされる
。
【００２８】
　次に、上記のように構成されたパチンコ機Ｐで実行される各処理を、図３から図８の各
フローチャートを参照して説明する。図３は、停電の発生等によるパチンコ機Ｐの電源断
時に、主制御基板Ｃ及び払出制御基板Ｈで実行されるＮＭＩ割込処理のフローチャートで
ある。このＮＭＩ割込処理により、停電の発生等による電源断時の主制御基板Ｃ及び払出
制御基板Ｈの状態が、それぞれのバックアップエリア１３ａ，２３ａに記憶される。
【００２９】
　停電の発生等によりパチンコ機Ｐの電源が断されると、停電監視回路５０ｂから停電信
号５１が主制御基板Ｃ及び払出制御基板Ｈの各ＭＰＵ１１，２１のＮＭＩ（Non Maskable
 Interrupt）端子へそれぞれ出力される。すると、ＭＰＵ１１，２１は、実行中の制御を
中断して、図３のＮＭＩ割込処理を開始する。図３のＮＭＩ割込処理は、主制御基板Ｃ及
び払出制御基板Ｈの各ＲＯＭ１２，２２内にそれぞれ記憶されている。停電信号５１が出
力された後所定時間は、主制御基板Ｃ及び払出制御基板Ｈの処理が実行可能なように電源
部５０ａから電力供給がなされており、この所定時間内にＮＭＩ割込処理が実行される。
【００３０】
　ＮＭＩ割込処理では、まず、各レジスタおよびＩ／Ｏ等の値をスタックエリアへ書き込
み（Ｓ１）、次に、スタックポインタの値をバックアップエリア１３ａ，２３ａへ書き込
んで退避する（Ｓ２）。更に、停電発生情報をバックアップエリア１３ａ，２３ａへ書き
込んで（Ｓ３）、停電の発生等による電源断時の状態を記憶する。その後、その他停電処
理を実行した後（Ｓ４）、電源が完全に断して処理が実行できなくなるまで、処理をルー
プする。
【００３１】
　図４は、パチンコ機Ｐの主制御基板Ｃにおいて実行されるメイン処理のフローチャート
である。パチンコ機Ｐの主な制御は、このメイン処理によって実行される。メイン処理で
は、まず、割込を禁止した後（Ｓ１１）、図５に示す初期化処理を実行する（Ｓ１２）。
【００３２】
　図５は、パチンコ機Ｐの電源入時に主制御基板Ｃのメイン処理の中で実行される初期化
処理（Ｓ１２）のフローチャートである。この処理では、バックアップが有効であれば、
バックアップエリア１３ａに記憶された各データを元の状態に戻し、遊技の制御を電源が
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断される前の状態から続行する。一方、バックアップが有効でなかったり、或いは、バッ
クアップが有効であっても電源入時にクリアスイッチ５０ｃが押下された場合には、ＲＡ
Ｍクリア及び初期化処理を実行する。なお、この初期化処理（Ｓ１２）は、サブルーチン
の形式で記載されているが、スタックポインタの設定前に実行される処理なので、実際に
は、サブルーチンコールされずに、Ｓ１１の処理後に順に実行される。
【００３３】
　まず、スタックポインタを設定し（Ｓ４１）、次に、クリアスイッチ５０ｃがオンされ
ているか否かを確認する（Ｓ４２）。クリアスイッチ５０ｃがオンされていなければ（Ｓ
４２：Ｎｏ）、バックアップが有効であるか否かを確認する（Ｓ４３）。この確認は、Ｒ
ＡＭ１３の所定のエリアに書き込まれたキーワードが正しく記憶されているか否かにより
判断する。キーワードが正しく記憶されていればバックアップは有効であり、逆に、キー
ワードが正しくなければバックアップデータは破壊されているので、そのバックアップは
有効ではない。バックアップが有効であれば（Ｓ４３：Ｙｅｓ）、処理をＳ４６へ移行し
て、動作タイミング調整処理（図６参照）の実行し、その後、主制御基板Ｃの各状態を電
源断前の状態に復帰させる。一方、バックアップが有効でなかったり（Ｓ４３：Ｎｏ）、
或いはクリアスイッチ５０ｃがオンされていれば（Ｓ４２：Ｙｅｓ）、ＲＡＭクリア及び
初期化処理を実行して（Ｓ４４）、ＲＡＭ１３及びＩ／Ｏ等の各値を初期化し、動作タイ
ミング調整処理（図６参照）を実行して、この初期化処理を終了する。Ｓ４５の処理の終
了後は、図４のＳ１３の処理が実行される。
【００３４】
　なお、動作タイミング調整処理（Ｓ４５，Ｓ４６）は、各制御基板Ｃ，Ｈ，Ｂ，Ｄ，Ｓ
が立ち上げ処理の終了後に遊技の制御を開始するタイミングが略同一となるように、その
タイミングを調整するための処理である。詳細については、図６を参照しつつ後述する。
【００３５】
　Ｓ４６からの処理では、まず、動作タイミング調整処理を実行し（Ｓ４６）、次にバッ
クアップエリア１３ａからスタックポインタの値を読み出して、これをスタックポインタ
へ書き込み、電源断前（停電前）の状態、即ちＮＭＩ割込発生前の状態に戻す（Ｓ４７）
。その後、スタックポインタの値を戻した後のスタックエリア、即ちバックアップエリア
１３ａへ退避した各レジスタやＩ／Ｏ等のデータをそのバックアップエリア１３ａから読
み出して、これら各データを元のレジスタやＩ／Ｏ等へ書き込む（Ｓ４８）。更に、割込
状態を停電発生時に実行される図３の処理で記憶しておいた電源断前（停電前）の状態、
即ちＮＭＩ割込発生前の状態に戻し（Ｓ４９）、ＮＭＩ割込リターンを実行して、処理を
電源断前に実行していたところへ戻して、制御を電源断前の状態から続行する。
【００３６】
　図４のフローチャートの戻って説明する。Ｓ１３の処理ではタイマ割込の設定を行う（
Ｓ１３）。ここで設定されるタイマ割込としては、各制御基板Ｈ，Ｄ，Ｓへコマンドを送
信するためのストローブ信号を発生させるタイマ割込などがある。タイマ割込の設定後は
、各割込を許可状態とする（Ｓ１４）。割込の許可後は、特別図柄変動処理（Ｓ２５）や
、表示データ作成処理（Ｓ２７）、ランプ・情報処理（Ｓ２８）などにより、前回の処理
で更新された出力データを一度に各ポートへ出力するポート出力処理を実行する（Ｓ１５
）。
【００３７】
　更に、大当たりを決定するための乱数カウンタの値などを「＋１」更新する乱数更新処
理（Ｓ１６）を実行し、記憶タイマ減算処理を実行する（Ｓ１７）。記憶タイマ減算処理
は、大当たり判定の保留球が所定数以上あり、且つ、ＬＣＤ３において図柄の変動表示中
である場合に、図柄の変動表示の時間短縮を行うものである。
【００３８】
　スイッチ監視処理（Ｓ１８）は、ＩＮＴ割込で読み込まれた各スイッチの状態に応じて
、遊技領域へ打ち込まれた球の入賞口２や大入賞口５、図柄作動口４への入賞、球のゲー
ト７の通過、更には賞球の払い出し等に関する処理を行うものである。図柄カウンタ更新
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処理（Ｓ２０）では、ＬＣＤ３で行われる変動表示の結果、停止表示される図柄を決定す
るためのカウンタの更新処理が行われる。また、図柄チェック処理（Ｓ２１）では、図柄
カウンタ更新処理（Ｓ２０）で更新されたカウンタの値に基づいて、特別図柄変動処理（
Ｓ２５）で使用される大当たり図柄や、はずれ図柄、更にはリーチ図柄などが決定される
。
【００３９】
　その後、普通図柄変動処理（Ｓ２３）によって、普通図柄としての「○」及び「×」の
ＬＥＤ６ａ，６ｂの変動表示を行うと共に、その変動表示の結果、大当たりが発生した場
合には普通電動役物（第１種図柄作動口４）を所定時間開放する大当たり処理を実行する
。その後、状態フラグをチェックし（Ｓ２４）、ＬＣＤ３において特別図柄の変動開始ま
たは変動表示中であれば（Ｓ２４：図柄変動中）、特別図柄変動処理（Ｓ２５）によって
、球が図柄作動口４を通過するタイミングで読み取った乱数カウンタの値に基づいて、大
当たりか否かの判定が行われると共に、ＬＣＤ３にて特別図柄の変動処理を実行する。一
方、状態フラグをチェックした結果、大当たり中であれば（Ｓ２４：大当り中）、大入賞
口５を開放するなどの大当たり処理（Ｓ２６）を実行する。更に、状態フラグをチェック
した結果、図柄の変動中でも大当たり中でもなければ（Ｓ２４：その他）、Ｓ２５及びＳ
２６の処理をスキップして、Ｓ２７の表示データ作成処理へ移行する。
【００４０】
　表示データ作成処理（Ｓ２７）では、図柄の変動表示以外にＬＣＤ３に表示されるデモ
データや、「○」及び「×」のＬＥＤ６ａ，６ｂの表示データなどが作成され、ランプ・
情報処理（Ｓ２８）では、保留球のランプデータをはじめ、各種のランプデータが作成さ
れる。効果音処理（Ｓ２９）では、遊技の状況に応じた効果音データが作成される。なお
、これらの表示データ及び効果音データは、前記したポート出力処理（Ｓ１５）やタイマ
割込処理によって各制御基板Ｈ，Ｄ，Ｓへ出力される。
【００４１】
　効果音処理（Ｓ２９）の終了後は、次のＳ１５の処理の実行タイミングが到来するまで
の残余時間の間、大当たりを決定するための乱数カウンタの初期値を更新する乱数初期値
更新処理（Ｓ３０）を繰り返し実行する。Ｓ１５～Ｓ２９の各処理は定期的に実行する必
要があるので、Ｓ３１の処理において、前回のＳ１５の処理の実行からの経過時間をチェ
ックする（Ｓ３１）。チェックの結果、前回のＳ１５の処理の実行から所定時間経過して
いれば（Ｓ３１：Ｙｅｓ）、処理をＳ１５へ移行し、一方、所定時間経過していなければ
（Ｓ３１：Ｎｏ）、処理をＳ３０へ移行して、乱数初期値更新処理（Ｓ３０）の実行を繰
り返す。ここで、Ｓ１５～Ｓ２９の各処理の実行時間は、遊技の状態に応じて変化するの
で、次のＳ１５の処理の実行タイミングが到来するまでの残余時間は、一定の時間ではな
い。よって、かかる残余時間を使用して乱数初期値更新処理（Ｓ３０）を繰り返し実行す
ることにより、乱数カウンタの初期値をランダムに更新することができる。
【００４２】
　図６は、パチンコ機Ｐの主制御基板Ｃにおいて、図４の初期化処理の中で実行される動
作タイミング調整処理（Ｓ４５，Ｓ４６）のフローチャートである。動作タイミング調整
処理は、主制御基板Ｃを含めた各制御基板（払出制御基板Ｈ、発射制御基板Ｂ、表示用制
御基板Ｄ、音声ランプ制御基板Ｓ）について、立ち上げ処理の終了後の動作の開始タイミ
ングを調整するものである。
【００４３】
　まず、球経路封鎖ソレノイド９ａをオンして（Ｓ５１）、弁体９ｂを球経路８へ突出さ
せて球経路を封鎖する。これにより、球経路８へ突出された弁体９ｂによって、各制御基
板Ｃ，Ｈ，Ｂ，Ｄ，Ｓが動作を開始する前に、球が遊技領域へ打ち込まれることを確実に
防止することができる。
【００４４】
　弁体９ｂによる球経路８の封鎖後、第１ウエイト処理を実行し（Ｓ５２）、その後、各
制御基板（払出制御基板Ｈ、表示用制御基板Ｄ、音声ランプ制御基板Ｓ）へ動作許可コマ
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ンドを送信する（Ｓ５３）。各制御基板Ｈ，Ｄ，Ｓは、この動作許可コマンドを受信する
と、立ち上げ処理を完了して、遊技の制御を開始する。なお、発射制御基板Ｂへは、動作
許可コマンドを受信した払出制御基板Ｈから発射許可信号が出力される（図７のＳ６７，
Ｓ７１参照）。ここで、第１ウエイト処理によって、第１の所定時間、処理の進行がウエ
イトされる。第１の所定時間は、立ち上げ時間の最も遅い制御基板Ｃ，Ｈ，Ｄ，Ｓの立ち
上げ時間に基づいて設定される。即ち、主制御基板Ｃが第１ウエイト処理（Ｓ５２）の実
行を完了したときには、確実にすべての制御基板Ｃ，Ｈ，Ｄ，Ｓの立ち上げ処理が終了し
て遊技の制御を即座に開始できるように、第１の所定時間が設定される。
【００４５】
　パチンコ機Ｐの各制御基板Ｃ，Ｈ，Ｂ，Ｄ，Ｓは、機種変更される毎に各種機能が追加
されるので、その影響で各機種毎または各制御基板毎に立ち上げ処理に要する時間はそれ
ぞれ異なる。パチンコ機Ｐの遊技は各制御基板Ｃ，Ｈ，Ｂ，Ｄ，Ｓでそれぞれ分担して制
御されるので、制御の開始タイミングを調整して、各制御基板Ｃ，Ｈ，Ｂ，Ｄ，Ｓが一斉
に遊技の制御を開始できるようにすることが望ましい。その際、各制御基板Ｃ，Ｈ，Ｂ，
Ｄ，Ｓで双方向に立ち上げ処理の完了を確認し合って、すべての制御基板Ｃ，Ｈ，Ｂ，Ｄ
，Ｓが立ち上げ処理を完了したことを確認した上で遊技の制御を開始するように構成する
ことも考えられるが、制御が極めて煩雑となる。
【００４６】
　これに対し、本実施例では、立ち上げ時間の最も遅い制御基板Ｃ，Ｈ，Ｄ，Ｓの立ち上
げ時間に基づいて第１の所定時間を設定し、その所定時間のウエイト後、主制御基板Ｃか
ら各制御基板Ｈ，Ｄ，Ｓへ動作許可コマンドを送信して遊技の制御を各制御基板Ｃ，Ｈ，
Ｄ，Ｓで一斉に開始するように構成している。よって、簡略化したプログラムで制御の開
始タイミングを調整することができる。また、設計変更などにより一部の制御基板の立ち
上げ時間が変わった場合にも、その変更された制御基板に合わせて、主制御基板Ｃの第１
ウエイト処理の第１の所定時間を変更することにより容易に対応することができるので、
優れた汎用性をも備えている。なお、本実施例では、ウエイト処理はソフトタイマにより
計時している。しかし、ソフトタイマに代えて、ＭＰＵ１１に内蔵されるタイマやフリー
ランニングカウンタ等を使用して第１の所定時間を計時するようにしても良い。
【００４７】
　各制御基板Ｈ，Ｄ，Ｓへの動作許可コマンドの送信後、第２ウエイト処理を実行して（
Ｓ５４）、第２の所定時間ウエイトする。その後、球経路封鎖ソレノイド９ａをオフして
（Ｓ５５）、弁体９ｂを球経路８から戻し、球経路８の封鎖を解除した上で、この動作タ
イミング調整処理を終了する。第２ウエイト処理は、動作許可コマンドを受信した各制御
基板Ｈ，Ｄ，Ｓが実際に遊技の制御を開始するまでの時間を考慮して設けられている。発
射制御基板Ｂは、ＭＰＵを有さないロジック回路により構成されているので、動作許可コ
マンドを受信した払出制御基板Ｈから出力される発射許可信号を入力すると、他の制御基
板Ｈ，Ｄ，Ｓに比べて非常に短時間のうちに発射用モータ２８を発射可能な状態とする。
よって、動作許可コマンドを受信した各制御基板Ｈ，Ｄ，Ｓが遊技の制御を開始する前に
球が遊技領域へ打ち込まれないように、第２ウエイト処理を設けて、球経路８の封鎖の解
除を若干時間遅らせているのである。
【００４８】
　図７は、払出制御基板Ｈのメイン処理のフローチャートである。このメイン処理では、
まず、スタックポインタを設定し（Ｓ６１）、次に、発射制御基板Ｂへ出力される発射許
可信号をオフして（Ｓ６２）、球の発射を禁止する。クリアスイッチ５０ｃがオンされて
いるか否かを確認し（Ｓ６３）、オンされていなければ（Ｓ６３：Ｎｏ）、バックアップ
が有効であるか否かを確認する（Ｓ６４）。この確認は、ＲＡＭ２３の所定のエリアに書
き込まれたキーワードが正しく記憶されているか否かにより判断する。キーワードが正し
く記憶されていればバックアップは有効であり、逆に、キーワードが正しくなければバッ
クアップデータは破壊されているので、そのバックアップは有効ではない。バックアップ
が有効であれば（Ｓ６４：Ｙｅｓ）、処理をＳ７０へ移行して、主制御基板Ｃから送信さ
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れる動作許可コマンドの受信を待機する。
【００４９】
　一方、バックアップが有効でなかったり（Ｓ６４：Ｎｏ）、或いはクリアスイッチ５０
ｃがオンされていれば（Ｓ６３：Ｙｅｓ）、ＲＡＭクリア及び初期化処理を実行して（Ｓ
６５）、ＲＡＭ２３及びＩ／Ｏ等の各値を初期化し、払出制御基板Ｈの立ち上げ処理を終
了する。
【００５０】
　その後、主制御基板Ｃから送信される動作許可コマンドを受信するまで制御の進行を待
機し（Ｓ６６：Ｎｏ）、動作許可コマンドを受信すれば（Ｓ６６：Ｙｅｓ）、制御の進行
を開始する。具体的には、発射制御基板Ｂへ発射許可信号を出力した後（Ｓ６７）、割込
を許可して（Ｓ６８）、払出制御基板Ｈのメイン処理で実行される各処理を実行し（Ｓ６
９）、この各処理を繰り返す。これにより、払出制御基板Ｈは、立ち上げ処理後の制御の
進行タイミングを主制御基板Ｃのタイミングに合わせることができる。なお、発射許可信
号は、球の発射を禁止する状態とならない限り、払出制御基板Ｈから発射制御基板Ｂへ出
力され続ける。即ち、発射制御基板Ｂは、払出制御基板Ｈから発射許可信号が出力されて
いなければ、発射用モータ２８を発射可能な状態にすることはできない。
【００５１】
　Ｓ７０からの処理では、まず、主制御基板Ｃから送信される動作許可コマンドを受信す
るまで制御の進行を待機する（Ｓ７０：Ｎｏ）。そして、動作許可コマンドを受信すれば
（Ｓ７０：Ｙｅｓ）、制御の進行を開始する。具体的には、発射制御基板Ｂへ発射許可信
号を出力した後（Ｓ７１）、バックアップエリア２３ａからスタックポインタの値を読み
出して、これをスタックポインタへ書き込み、電源断前（停電前）の状態、即ちＮＭＩ割
込発生前の状態に戻す（Ｓ７２）。その後、スタックポインタの値を戻した後のスタック
エリア、即ちバックアップエリア２３ａへ退避した各レジスタやＩ／Ｏ等のデータをその
バックアップエリア２３ａから読み出して、これら各データを元のレジスタやＩ／Ｏ等へ
書き込む（Ｓ７３）。更に、割込状態を停電発生時に実行される図３の処理で記憶してお
いた電源断前（停電前）の状態、即ちＮＭＩ割込発生前の状態に戻し（Ｓ７４）、ＮＭＩ
割込リターンを実行して、処理を電源断前に実行していたところへ戻して、制御を電源断
前の状態から続行する。このように、バックアップが有効な場合にも、払出制御基板Ｈは
、立ち上げ処理後の制御の進行タイミングを主制御基板Ｃのタイミングに合わせることが
できる。
【００５２】
　図８は、表示用制御基板Ｄのメイン処理のフローチャートである。このメイン処理では
、まず、立ち上げ処理としての初期化処理を実行して（Ｓ８１）、ＬＣＤ３の表示画面に
文字などを表示可能な状態としてから、そのＬＣＤ３画面に「しばらくお待ち下さい」と
表示する（Ｓ８２）。かかる表示をしたまま、主制御基板Ｃから送信される動作許可コマ
ンドを受信するまで制御の進行を待機する（Ｓ８３：Ｎｏ）。そして、動作許可コマンド
を受信すれば（Ｓ８３：Ｙｅｓ）、表示用制御基板Ｄのメイン処理で実行される各処理を
実行し（Ｓ８４）、この各処理を繰り返す。
【００５３】
　これにより、表示用制御基板Ｄは、立ち上げ処理後の制御の進行タイミングを主制御基
板Ｃのタイミングに合わせることができる。しかも、待機期間中、ＬＣＤ３の表示画面に
は所定の待機メッセージが表示されるので、電源を投入から遊技が開始できるようになる
までに長時間かかっても、使用者にパチンコ機Ｐの故障などの不安を抱かせることなく、
パチンコ機Ｐ全体の立ち上げ処理を待機させることができる。
【００５４】
　以上説明したように、本実施例のパチンコ機Ｐによれば、電源投入後、主制御基板Ｃで
各副制御基板（各サブ制御基板）Ｈ，Ｄ，Ｓが立ち上げ処理を完了するのに十分な第１の
所定時間ウエイトする第１ウエイト処理を実行した後、各副制御基板（払出制御基板Ｈ、
表示用制御基板Ｄ、音声ランプ制御基板Ｓ）へそれぞれ動作許可コマンドを送信するよう
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に構成されている。また、各副制御基板Ｈ，Ｄ，Ｓは、かかる動作許可コマンドを受信す
るまでは、立ち上げ処理の後の制御の進行を待機し、該動作許可コマンドを受信した後に
、立ち上げ処理の後の制御を開始するように構成されている。よって、煩雑な制御を用い
ることなく、主制御基板Ｃと各副制御基板Ｈ，Ｄ，Ｓとの立ち上げ処理後の動作タイミン
グを略同一タイミングに調整することができる。
【００５５】
　主制御基板Ｃおよび各副制御基板Ｈ，Ｄ，Ｓの立ち上げ時間（初期化処理が終了するま
での時間）は、副制御基板Ｈ，Ｄ，Ｓの種類によっても異なるし、副制御基板Ｈ，Ｄ，Ｓ
の種類が同じであってもパチンコ機Ｐの機種毎に異なる。かかる場合、パチンコ機Ｐの立
ち上げをスムースに行うためには、主制御基板Ｃと副制御基板Ｈ，Ｄ，Ｓとの間で立ち上
げタイミングを調整する必要がある。この調整方式としては、各制御基板Ｃ，Ｈ，Ｄ，Ｓ
は自己の立ち上げ処理が完了した場合に、その旨を互いに通信し合い、すべての制御基板
Ｃ，Ｈ，Ｄ，Ｓの立ち上げ処理が終了したことが確認された後に、それぞれ制御を進行さ
せる方式が考えられる。しかしながら、かかる調整方式によれば、各制御基板Ｃ，Ｈ，Ｄ
，Ｓを互いに双方向通信可能に構成しなければならない。また、制御基板の数が多くなる
と、立ち上げタイミングの調整処理が非常に煩雑なものとなってしまう。更に、立ち上げ
処理の終了した制御基板から出力される立ち上げ完了信号を、立ち上げ処理中の制御基板
で入力できるように制御を構成しなければならず、制御が極めて煩雑になる。
【００５６】
　また、副制御基板Ｈ，Ｄ，Ｓは、主に主制御基板Ｃから送信されるコマンドにより制御
されるので、副制御基板Ｈ，Ｄ，Ｓを主制御基板Ｃより先に立ち上げれば、副制御基板Ｈ
，Ｄ，Ｓは主制御基板Ｃの立ち上げ処理終了後に送信されるコマンドを待機することとな
るので、該コマンドを確実に受信でき、その結果、主制御基板Ｃと副制御基板Ｈ，Ｄ，Ｓ
との動作タイミングを調整することができ、制御を円滑に開始できる。言い換えれば、主
制御基板Ｃを副制御基板Ｈ，Ｄ，Ｓの後に立ち上げ終了させるのである。
【００５７】
　このためにパチンコ機Ｐの電源投入時に各制御基板Ｃ，Ｈ，Ｄ，Ｓへ出力されるリセッ
ト信号を、主制御基板Ｃに対してはハード的に遅延させる遅延回路を設けて、主制御基板
Ｃへのリセット信号の入力タイミングを副制御基板Ｈ，Ｄ，Ｓへのリセット信号の入力タ
イミングより遅延させて、主制御基板Ｃの立ち上げ処理の実行開始を副制御基板Ｈ，Ｄ，
Ｓより遅らせることにより、主制御基板Ｃを副制御基板Ｈ，Ｄ，Ｓの後に立ち上げ終了さ
せることも考えられる。しかしながら、近年のＬＣＤ３の大型化等に代表されるように、
パチンコ機Ｐの各パーツを制御する副制御基板Ｈ，Ｄ，Ｓの負担が増大する傾向にある。
このため副制御基板Ｈ，Ｄ，Ｓの立ち上げ時間は増大する傾向にあり、ハード的な遅延回
路だけでは対応しきれない。また、副制御基板Ｈ，Ｄ，Ｓは、パチンコ機Ｐの制御を分担
するように構成されているので、副制御基板Ｈ，Ｄ，Ｓを個別に取り替えて異なる機種を
構成することもある。かかる場合には、パチンコ機Ｐを構成する主制御基板Ｃと副制御基
板Ｈ，Ｄ，Ｓとの組み合わせが異なるので、その組み合わせに応じてそれぞれ遅延回路を
設計しなければならず、ハード的な遅延回路だけでは対応しきれない。
【００５８】
　これに対し、本実施例のパチンコ機Ｐでは、主制御基板Ｃで所定時間のウエイト処理を
実行した後、副制御基板Ｈ，Ｄ，Ｓへ動作許可を出力するように構成されているので、煩
雑な制御やハード的な遅延回路だけを用いることなく、主制御基板Ｃと副制御基板Ｈ，Ｄ
，Ｓとの動作タイミングを容易に調整することができる。ウエイト時間の調整は容易に行
い得るからである。なお、本実施例の構成にハード的な遅延回路を併設しても良い。
【００５９】
　なお、本実施例における請求項１記載の計時手段としては、動作タイミング調整処理（
図６）の中で実行される第１ウエイト処理（Ｓ５２）が該当する。
【００６０】
　以上、実施例に基づき本発明を説明したが、本発明は上記実施例に何ら限定されるもの
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ではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内で種々の改良変形が可能であることは容易に
推察できるものである。
【００６１】
　上記実施例のＳ４５およびＳ４６の動作タイミング調整処理では、第１ウエイト処理（
Ｓ５１）によって、いずれも第１の所定時間ウエイトされたが、Ｓ４５の動作タイミング
調整処理における第１ウエイト処理のウエイト時間と、Ｓ４６の処理における第１ウエイ
ト処理のウエイト時間とを異なる時間としても良い。即ち、Ｓ４５の動作タイミング調整
処理はＲＡＭクリア及び初期化処理（Ｓ４４）の後に実行されるので、そのＳ４４の処理
の時間分、Ｓ４６の動作タイミング調整処理での第１ウエイト処理のウエイト時間を短縮
するようにしても良い。
【００６２】
　また、上記実施例では、各制御基板Ｃ，Ｈ，Ｄ，Ｓの立ち上げ処理中に、球が遊技領域
へ発射されることを防止するため、球経路８を封鎖する封鎖弁９を設けると共に、発射用
モータ２８は払出制御基板Ｈから発射制御基板Ｂへ発射許可信号が出力されていなければ
発射不可能に構成した。しかし、必ずしも両者の構成を１のパチンコ機Ｐに同時に設ける
必要はなく、いずれか一方の構成のみを設けて、各制御基板Ｃ，Ｈ，Ｄ，Ｓの立ち上げ処
理中に、球が遊技領域へ発射されることを防止するようにしても良い。なお、払出制御基
板Ｈから発射制御基板Ｂへ発射許可信号が一旦出力されれば、次に、発射禁止信号が出力
されるまで、発射許可信号の出力状態に拘わらず、発射用モータ２８を発射可能な状態に
するように構成しても良い。
【００６３】
　更に、各制御基板Ｃ，Ｈ，Ｄ，Ｓの立ち上げ処理が終了するまでの間は、発射制御基板
Ｂ又は発射用モータ２８への電源供給を止めて、遊技領域へ球が発射されないようにして
も良い。封鎖弁９により遊技領域への球の発射を止める場合（発射許可信号は使用しない
場合）、発射した球は遊技領域へ打ち込まれないものの、球の発射はできてしまうので、
使用者に故障などを思惑させ好ましくない。これに対し、発射制御基板Ｂ又は発射用モー
タ２８への電源供給を止めるように構成すれば発射自体が行われないので、遊技者に違和
感を与えることなく、遊技領域への球の発射を止めることができる。なお、封鎖弁９によ
り遊技領域への球の発射を止める方式と、この発射制御基板Ｂ又は発射用モータ２８への
電源供給を止めて遊技領域への球の発射を止める方式とを、１台のパチンコ機に併設して
も良い。
【００６４】
　発射制御基板Ｂと払出用制御基板Ｈとは別個に構成されたが、発射制御基板Ｂを払出制
御基板Ｈに内蔵して（或いはその逆にして）、両制御基板Ｂ，Ｈを１の制御基板で構成し
ても良い。かかる構成によれば、払出制御基板Ｈから発射制御基板Ｂへ出力されていた発
射許可信号（図７のＳ６２，Ｓ６７，Ｓ７１）が不要となり、その分、制御を簡略化する
ことができる。
【００６５】
　球経路封鎖ソレノイド９ａを自己保持型ソレノイドであるキープソレノイドで構成して
も良い。キープソレノイドは、従来型のオープンフレームソレノイドに高性能な永久磁石
を組み合わせたものである。コイルに瞬時（１パルス）の通電を加えると、プランジャが
シャフトを吸引し、吸引後は永久磁石によりシャフトを吸着保持するので、この間の通電
を不要にした省エネルギータイプのソレノイドである。このキープソレノイドを球経路封
鎖ソレノイド９ａに用いることにより、電源基板５０の寿命延長や球経路封鎖ソレノイド
９ａ自体の発熱を少なくすることができる。
【００６６】
　本発明を上記実施例とは異なるタイプのパチンコ機等に実施しても良い。例えば、一度
大当たりすると、それを含めて複数回（例えば２回、３回）大当たり状態が発生するまで
、大当たり期待値が高められるようなパチンコ機（通称、２回権利物、３回権利物と称さ
れる）として実施しても良い。また、大当たり図柄が表示された後に、所定の領域に球を
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入賞させることを必要条件として特別遊技状態となるパチンコ機として実施しても良い。
更に、パチンコ機以外にも、アレパチ、雀球、スロットマシン、いわゆるパチンコ機とス
ロットマシンとが融合した遊技機などの各種遊技機として実施するようにしても良い。
【００６７】
　なお、スロットマシンは、例えばコインを投入して図柄有効ラインを決定させた状態で
操作レバーを操作することにより図柄が変動され、ストップボタンを操作することにより
図柄が停止されて確定される周知のものである。従って、スロットマシンの基本概念とし
ては、「複数の図柄からなる図柄列を変動表示した後に図柄を確定表示する可変表示手段
を備え、始動用操作手段（例えば操作レバー）の操作に起因して図柄の変動が開始され、
停止用操作手段（例えばストップボタン）の操作に起因して、或いは、所定時間経過する
ことにより、図柄の変動が停止され、その停止時の確定図柄が特定図柄であることを必要
条件として、遊技者に有利な特別遊技状態を発生させる特別遊技状態発生手段とを備えた
スロットマシン」となり、この場合、遊技媒体はコイン、メダル等が代表例として挙げら
れる。
【００６８】
　また、パチンコ機とスロットマシンとが融合した遊技機の具体例としては、複数の図柄
からなる図柄列を変動表示した後に図柄を確定表示する可変表示手段を備えており、球打
出用のハンドルを備えていないものが挙げられる。この場合、所定の操作（ボタン操作）
に基づく所定量の球の投入の後、例えば操作レバーの操作に起因して図柄の変動が開始さ
れ、例えばストップボタンの操作に起因して、或いは、所定時間経過することにより、図
柄の変動が停止され、その停止時の確定図柄がいわゆる大当たり図柄であることを必要条
件として遊技者に有利な大当たり状態が発生させられ、遊技者には、下部の受皿に多量の
球が払い出されるものである。
【００６９】
　以下に本発明の変形例を示す。遊技の制御を行う主制御手段と、その主制御手段から出
力されるコマンドに基づいて遊技に関する制御を行う副制御手段とを備えた遊技機におい
て、前記副制御手段は、前記主制御手段からの動作許可を入力するまで制御の進行を待機
するものであることを特徴とする遊技機１。パチンコ機の遊技の制御は、主に主制御手段
により行われる。この主制御手段には、賞球や貸し球の払い出し制御を行う払出制御手段
や、効果音の出力制御やランプの点灯制御を行う音声ランプ制御手段、図柄の変動表示等
の表示制御を行う表示用制御手段などの副制御手段が接続されている。これら副制御手段
は、主に主制御手段から送信されるコマンドにより制御される。各制御手段は、パチンコ
機の電源が投入されると、それぞれ独自に立ち上げ処理（初期化処理）を行う。この立ち
上げ処理が完了してはじめて、遊技の制御を進行することができる。しかしながら、立ち
上げ処理に要する時間は各制御手段で区々なので、立ち上げ処理が早く終了する制御手段
は、他の制御手段の立ち上げ処理が終了する前に制御を始めることとなり、誤動作の原因
となる。遊技機１によれば、副制御手段は主制御手段からの動作許可を入力するまで制御
の進行を待機するので、立ち上げ処理に要する時間が各制御手段で区々であっても、各制
御手段の動作タイミングを調整して、電源投入後に遊技機を正常に動作させることができ
る。
【００７０】
　請求項１記載の遊技機または遊技機１において、前記主制御手段は、電源投入後に所定
時間のウエイト処理を実行する計時手段を備えており、その計時手段による所定時間のウ
エイト後、前記副制御手段へ動作許可を出力するものであることを特徴とする遊技機２。
主制御手段および副制御手段の立ち上げ時間（初期化処理が終了するまでの時間）は、機
種毎に異なる。また、副制御手段が複数ある場合には、個々の副制御手段毎に異なる。か
かる場合、遊技機の立ち上げをスムースに行うためには、主制御手段と副制御手段との間
で立ち上げタイミングを調整する必要がある。この調整方式としては、各制御手段は自己
の立ち上げ処理が完了した場合に、その旨を互いに通信し合い、すべての制御手段の立ち
上げ処理が終了したことが確認された後に制御を進行させる方式が考えられる。しかしな
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がら、かかる調整方式によれば、各制御手段を互いに双方向通信可能に構成しなければな
らない。また、制御手段の数が多くなると、立ち上げタイミングの調整処理が非常に煩雑
なものとなってしまう。更に、立ち上げ処理の終了した制御手段から出力される立ち上げ
完了信号を、立ち上げ処理中の制御手段で入力できるように制御を構成しなければならず
、この点でも制御が煩雑になる。
【００７１】
　また、副制御手段は、主に主制御手段から送信されるコマンドにより制御されるので、
副制御手段を主制御手段より先に立ち上げれば、副制御手段は主制御手段の立ち上げ処理
終了後に送信されるコマンドを待機することとなるので、該コマンドを確実に受信でき、
その結果、主制御手段と副制御手段との動作タイミングを調整することができ、制御を円
滑に開始できる。言い換えれば、主制御手段を副制御手段の後に立ち上げ終了させるので
ある。このために遊技機の電源投入時に各制御手段へ出力されるリセット信号を、主制御
手段に対しては遅延させる遅延回路を設けて、主制御手段へのリセット信号の入力タイミ
ングを副制御手段へのリセット信号の入力タイミングより遅延させて、主制御手段の立ち
上げ処理の実行開始を副制御手段より遅らせることにより、主制御手段を副制御手段の後
に立ち上げ終了させることも考えられる。しかしながら、近年の液晶表示装置などの大型
化に代表されるように、遊技機の各パーツを制御する副制御手段の負担が増大する傾向に
ある。このため副制御手段の立ち上げ時間は増大する傾向にあり、ハード的な遅延回路だ
けでは対応しきれない。また、副制御手段は、遊技機の制御を分担するように構成されて
いるので、副制御手段を個別に取り替えて異なる機種を構成することもある。かかる場合
には、遊技機を構成する主制御手段と副制御手段との組み合わせが異なるので、その組み
合わせに応じてそれぞれ遅延回路を設計しなければならず、ハード的な遅延回路だけでは
対応しきれない。
【００７２】
　これに対し、遊技機２では、計時手段によって主制御手段で所定時間のウエイト処理を
実行した後、副制御手段へ動作許可を出力するように構成されているので、煩雑な制御や
ハード的な遅延回路だけを用いることなく、主制御手段と副制御手段との動作タイミング
を容易に調整することができる。ウエイト時間の調整は容易に行い得るからである。なお
、遊技機２の構成をハード的な遅延回路と共に設けるようにしても良い。
【００７３】
　請求項１記載の遊技機または遊技機２において、前記計時手段は、所定時間のウエイト
処理を実行するものであり、前記主制御手段は、その計時手段によって前記副制御手段の
立ち上げ処理の終了後に自己の立ち上げ処理を終了するように構成され、自己の立ち上げ
処理の終了後に前記副制御手段へその副制御手段の制御の進行を許可するための動作許可
を出力するものであることを特徴とする遊技機３。計時手段によって主制御手段で所定時
間のウエイト処理を実行した後、副制御手段へ動作許可を出力するように構成されている
ので、煩雑な制御やハード的な遅延回路だけを用いることなく、主制御手段と副制御手段
との動作タイミングを容易に調整することができる。ウエイト時間の調整は容易に行い得
るからである。なお、遊技機３の構成をハード的な遅延回路と共に設けるようにしても良
い。
【００７４】
　遊技機２または３において、前記副制御手段は複数設けられており、前記主制御手段が
ウエイトする所定時間は、立ち上がり時間が最も遅い副制御手段の立ち上がり時間に基づ
いて設定されていることを特徴とする遊技機４。例えば、主制御手段の立ち上げ処理（初
期化処理）と所定時間のウエイト処理との合計時間が、立ち上がり時間が最も遅い副制御
手段の立ち上がり時間以上の時間に設定されている。かかる構成によれば、主制御手段の
立ち上げ完了後（ウエイト処理の実行を含む）には、確実にすべての副制御手段は立ち上
がっているので、主制御手段から出力される動作許可によって、主制御手段と副制御手段
との動作を一斉に開始させることができる。
【００７５】
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　遊技機１から４のいずれかにおいて、文字や画像を表示する表示装置を有し、前記副制
御手段は、その表示装置を用いて表示制御を行う表示用制御手段を備えており、その表示
用制御手段は、前記主制御手段からの動作許可を入力するまで前記表示装置に所定の表示
をするものであることを特徴とする遊技機５。電源投入後の立ち上げ処理に長時間かかる
と、その間、遊技機は動作しないので、使用者は遊技機の故障などを思惑し好ましくない
。遊技機５によれば、立ち上げ処理が完了するまで、表示装置に所定の表示がなされるの
で、立ち上げ時間中の使用者の不安を解消することができる。なお、所定の表示としては
、動作の待機中であることを示す表示や、使用者に遊技の開始を待たせるための表示や、
更には、立ち上げ処理の実行中であることを示す表示などが例示される。
【００７６】
　遊技機１から５のいずれかにおいて、遊技領域へ球を発射して遊技を行うものであり、
前記主制御手段から動作許可が出力されるまで、前記遊技領域への球の発射を不能とする
発射規制手段を備えていることを特徴とする遊技機６。発射規制手段によって、主制御手
段から動作許可が出力されるまで遊技領域への球の発射が不能とされるので、主制御手段
および副制御手段の動作が開始されるまでの間に、遊技領域へ球が発射されることはなく
、故に、遊技状態を変化させることがない。
【００７７】
　遊技機６において、球を遊技領域へ発射する発射手段を備え、前記発射規制手段は、そ
の発射手段から発射された球の遊技領域への通過経路を塞ぐことにより遊技領域への球の
発射を不能とするものであることを特徴とする遊技機７。
【００７８】
　遊技機７において、前記発射規制手段は、球の遊技領域への通過経路の途中外方に配設
されたスイッチ手段と、そのスイッチ手段が操作された場合に前記通過経路内へ突出する
封鎖手段とを備え、前記発射規制手段は、前記主制御手段からの動作許可を入力するまで
前記スイッチ手段を操作して前記封鎖手段によって球の通過経路を封鎖するものであるこ
とを特徴とする遊技機８。なお、スイッチ手段としては電磁ソレノイドやキープソレノイ
ドなどのアクチュエータを、封鎖手段として封鎖弁などを、それぞれ例示することができ
る。
【００７９】
　遊技機６から８のいずれかにおいて、球を遊技領域へ発射する発射手段を備え、その発
射手段は発射許可を入力するまで球の発射を待機するものであり、前記発射規制手段は、
前記主制御手段からの動作許可を入力するまで前記発射手段への発射許可の出力を待機す
るものであることを特徴とする遊技機９。
【００８０】
　遊技機６から８のいずれかにおいて、球を遊技領域へ発射する発射手段を備え、その発
射手段は発射許可信号を入力していない場合には球の発射が不可能に構成されており、前
記発射規制手段は、前記主制御手段からの動作許可を入力するまで前記発射手段への発射
許可信号の出力を待機するものであることを特徴とする遊技機１０。遊技機６から８のい
ずれかにおいて、球を遊技領域へ発射する発射手段を備え、その発射手段は発射許可信号
を入力している場合に限り球の発射が可能に構成されており、前記発射規制手段は、前記
主制御手段からの動作許可を入力するまで前記発射手段への発射許可信号の出力を待機す
るものであることを特徴とする遊技機１１。
【００８１】
　遊技機６から８のいずれかにおいて、球を遊技領域へ発射する発射手段を備え、前記発
射規制手段は、前記主制御手段からの動作許可を入力するまで前記発射手段へその駆動電
力の供給を停止するものであることを特徴とする遊技機１２。なお、発射手段としては、
発射制御基板や発射用モータが例示され、発射規制手段としては、発射制御基板や発射用
モータへ駆動電力を供給する払出制御基板が例示される。
【００８２】
　遊技機９から１２のいずれかにおいて、前記主制御手段は、前記副制御手段へ動作許可
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を出力して前記発射手段による球の発射を可能とした後、第２所定時間の経過後に、前記
球の遊技領域への通過経路の封鎖を解除するものであることを特徴とする遊技機１３。主
制御手段からの動作許可の出力後、発射手段が他の副制御手段より早く動作可能となった
としても、球の遊技領域への通過経路は更に第２所定時間が経過するまで封鎖状態にある
ので、球の遊技領域への発射は副制御手段が確実に動作可能となってからにすることがで
きる。よって、遊技領域へ発射された球による遊技の成果を確実に反映することができる
。
【００８３】
　遊技機１から１３のいずれかにおいて、前記主制御手段から副制御手段へ出力される動
作許可は、前記主制御手段の立ち上げ処理の終了時に前記副制御手段へ出力される信号で
兼用されていることを特徴とする遊技機１４。主制御手段の立ち上げ処理の終了時に副制
御手段へ出力される信号で、動作許可の信号を兼用することにより、主制御手段にとって
は立ち上げ処理時の出力信号の数を、一方、副制御手段にとっては立ち上げ処理時の入力
信号の数を、互いに減少させて、立ち上げ処理の効率を向上させることができる。
【００８４】
　遊技機１から１３のいずれかにおいて、前記主制御手段から副制御手段へ出力される動
作許可は、遊技機の状態を副制御手段へ知らせる信号により構成されていることを特徴と
する遊技機１５。遊技機の状態を知らせる信号で動作許可の信号を兼用することにより、
主制御手段にとっては立ち上げ処理時の出力信号の数を、一方、副制御手段にとっては立
ち上げ処理時の入力信号の数を、互いに減少させて、立ち上げ処理の効率を向上させるこ
とができる。なお、遊技機の状態を知らせる信号としては、球の貯留タンクが空であるか
否かを示すタンク状態信号（コマンド）、下皿が球で満タンであるか否かを示す下皿状態
信号（コマンド）などを例示することができる。
【００８５】
　請求項１記載の遊技機または遊技機１から１５のいずれかにおいて、前記遊技機はパチ
ンコ機であることを特徴とする遊技機１６。中でも、パチンコ機の基本構成としては操作
ハンドルを備え、その操作ハンドルの操作に応じて球を所定の遊技領域へ発射し、球が遊
技領域内の所定の位置に配設された作動口に入賞（又は作動口を通過）することを必要条
件として、表示手段において変動表示されている識別情報が所定時間後に確定停止される
ものが挙げられる。また、特別遊技状態の出力時には、遊技領域内の所定の位置に配設さ
れた可変入賞装置（特定入賞口）が所定の態様で開放されて球を入賞可能とし、その入賞
個数に応じた有価価値（景品球のみならず、磁気カードへ書き込まれる情報等も含む）が
付与されるものが挙げられる。
【００８６】
　請求項１記載の遊技機または遊技機１から１５のいずれかにおいて、前記遊技機はスロ
ットマシンであることを特徴とする遊技機１７。中でも、スロットマシンの基本構成とし
ては、「複数の識別情報からなる識別情報列を変動表示した後に識別情報を確定表示する
可変表示手段を備え、始動用操作手段（例えば操作レバー）の操作に起因して、或いは、
所定時間経過することにより、識別情報の変動が停止され、その停止時の確定識別情報が
特定識別情報であることを必要条件として、遊技者に有利な特別遊技状態を出力させる特
別遊技状態出力手段とを備えた遊技機」となる。この場合、遊技媒体はコイン、メダル等
が代表例として挙げられる。
【００８７】
　請求項１記載の遊技機または遊技機１から１５のいずれかにおいて、前記遊技機はパチ
ンコ機とスロットマシンとを融合させたものであることを特徴とする遊技機１８。中でも
、融合させた遊技機の基本構成としては、「複数の識別情報からなる識別情報列を変動表
示した後に識別情報を確定表示する可変表示手段を備え、始動用操作手段（例えば操作レ
バー）の操作に起因して識別情報の変動が開始され、停止用操作手段（例えばストップボ
タン）の操作に起因して、或いは、所定時間経過することにより識別情報の変動が停止さ
れ、その停止時の確定識別情報が特定識別情報であることを必要条件として、遊技者に有
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すると共に、前記識別情報の変動開始に際しては所定数の球を必要とし、特別遊技状態の
出力に際しては多くの球が払い出されるように構成されている遊技機」となる。
【符号の説明】
【００８８】
１　　　　　　　遊技盤
３　　　　　　　液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）
８　　　　　　　球経路
９　　　　　　　封鎖弁
９ａ　　　　　　球経路封鎖ソレノイド
９ｂ　　　　　　弁体
１３ａ，２３ａ　バックアップエリア
２７　　　　　　ハンドル
２８　　　　　　発射用モータ
２９　　　　　　タッチセンサ
３０　　　　　　ストップスイッチ
５０　　　　　　電源基板
５０ａ　　　　　電源部
５０ｂ　　　　　停電監視回路
５０ｃ　　　　　クリアスイッチ
５１　　　　　　停電信号
５２　　　　　　クリア信号
Ｂ　　　　　　　発射制御基板
Ｃ　　　　　　　主制御基板（主制御手段）
Ｄ　　　　　　　表示用制御基板（副制御手段の一つ）
Ｈ　　　　　　　払出制御基板（副制御手段の一つ）
Ｐ　　　　　　　パチンコ機（遊技機）
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